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事業用自動車総合安全プラン２００９を踏まえた取組み状況等 

 

平成２９年３月２４日 

公益社団法人日本バス協会 

 

１．バス事業における総合安全プラン２００９ 

  平成 21 年、国の提言を踏まえて、次の「バス事業に係る事故等削減目標」を定

め、各種対策を進めている。 

①平成３０年における交通事故死者数をゼロとする。 

②平成３０年における人身事故件数を 1,800件以下とする。 

③飲酒運転をゼロとする。 

④危険ドラッグ等薬物乱用による運行を絶無とする。 

 

２．事故発生状況の推移 

（１）死亡事故件数について【資料１】 

死亡事故の発生状況は、バスの事故件数全体から見れば少数であり、近年は若

干の減少傾向が見られるものの、増減を繰り返している状況である。平成 25年

以降の死亡事故件数は、3年連続して 17件となっており、今後とも継続的な取組

みが重要である。 

なお、平成 28年 1月に長野県軽井沢町で発生した「軽井沢スキーバス事故」

で乗員乗客 15名が死亡・乗客 26名が重軽傷を負う重大事故が発生している。 

 

（２）人身事故件数について【資料 1】 

平成 25年は 2,164件、26年は 1,972件、27年は 1,772件であり、目標の 1,800

件を下回る件数となり、順調に推移している。 

 

（３）飲酒運転について 

近年では、点呼時のアルコール検査の身代わりなどの不正事案が発生しており、

今後とも根絶に向けた厳格な取組みが重要である。 

 

３．対策の実施概要 

（１）運輸安全マネジメント【資料２】 

平成 25年 10月から全ての貸切バス事業者等に対し、安全管理規程の作成・届

出及び安全統括管理者の選任・届出が義務付けられたため、小冊子「安全マネジ

メントに取り組みましょう」を、平成 26年 10月に改訂（第 2版）し、会員事業
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者に配付した。 

 

（２）貸切バス事業者安全性評価認定制度【資料３】 

認定制度は平成 23年 4月から開始され、平成 29年 1月 19日現在、全国で 1,016

事業者、22,759両の貸切バスが認定を受けている。なお、運輸安全マネジメント

の更なる普及が重要と考えられることから、平成 29 年度の実施より、中小規模

事業者が国土交通省が認定した運輸安全マネジメントセミナーを受講した場合、

評価点数を加点することとした。 

 

（３）貸切バス事業に関する適正化コンサルティング事業について【資料４】 

   平成 28年度に 28の都道府県において適正化コンサルティング事業による巡回

指導を行うことにした。また、本事業については、各地方バス協会において適正

化実施機関との分担を調整し実施体制等を検討している。 

 

（４）車内事故の防止【資料５】 

平成 19 年以降、毎年 7 月の 1 か月をキャンペーン期間として設定し、取組み

を強化している。車内事故件数は、キャンペーン開始以降、減少傾向にあり、一

定の効果を上げており、更なる削減を図るため、平成 26 年度以降の重点目標に

「停留所発進時における安全基本動作の徹底」を掲げた。 

なお、平成 28 年 4 月、乗客のシートベルト着用促進のため、注意喚起リーフ

レット作成(135万部)・配布、DVDの作成・配布を行ったほか、平成 28年 9月に

は、一般財団法人日本宝くじ協会の実施する公益法人助成事業（社会貢献広報事

業）を活用し、車内事故防止用注意喚起シールを６０万作成し、全国の乗合バス

会員事業者に配付している。 

 

（５）交差点事故防止対策 

事業用バスの交通事故件数は順調に減少しているものの、近年、死亡事故は年

間約 10 件から 20 件程度で推移しており、中でも、骨折等の重傷事故等も含め、

交差点右左折時の横断歩道上の歩行者、自転車との事故が目立っているため、平

成27年5月から交差点を右左折する際には原則として横断歩道の手前で一旦停止

する「右左折時の一旦停止」の励行を働きかけている。 

 

（６）乗務中の携帯電話・スマートフォン使用対策【資料６】 

   平成 28年 11月に貸切バスの運転者が運転中にスマートフォンを用いてゲーム

アプリを操作するという事案が発生するなど、乗務中における携帯電話・スマー
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トフォンの使用事案が相次いで発生した。同種事案の再発防止に努めるため、

「乗務中の携帯電話等の使用の危険性について」の啓発資料を配付するとともに

日本バス協会のホームページに掲載したほか、「乗務中の携帯電話・スマートフ

ォンの使用に関する社内規程ガイドライン」を策定した。 

また、乗務中の携帯電話・スマートフォンの使用禁止等の啓発用ポスター・ス

テッカーを平成 29年 2月から配付している。 
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○貸切バス事業者安全性評価認定事業者

※

※非会員事業者の67社763両を含む。

○業界全体

4,477 ( 100.0 ) 48,995 ( 100.0 )

うち会員 2,269 ( 50.7 ) 35,359 ( 72.2 )

うち非会員 2,208 ( 49.3 ) 13,636 ( 27.8 )

※ 貸切バス事業者は平成27年3月現在（国土交通省調べ）

うち会員は平成28年8月現在（日本バス協会調べ）

貸切バス事業者

全事業者数に対する
認定事業者（非会員含む）の割合 22.7% 46.5%

事業者数 車両数

社、％ 両、％

※

1,016 22,759

会員事業者数に対する
認定事業者（非会員除く）の割合 41.8% 62.2%

　貸切バス事業者安全性評価認定制度　　認定状況について

平成29年1月19日現在

事業者数 車両数

社 両

（内 二ッ星 137） （内 二ッ星 3,933）
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25年度 26年度 27年度 28年度

北海道 ○ ○ ○

青森 ○ ○ ○

岩手 ○

宮城 ○ ○ ○ ○

秋田 ○ ○ ○

山形 ○ ○

福島 ○ ○

新潟 ○ ○

茨城 ○ ○

栃木 ○ ○ ○

群馬 ○ ○

埼玉 ○ ○ ○

千葉 ○ ○ ○ ○

東京 ○ ○ ○ ○

神奈川 ○ ○

山梨 ○ ○ ○

静岡 ○ ○ ○ ○

愛知 ○ ○ ○

滋賀 ○ ○ ○

京都 ○

大阪 ○ ○

奈良 ○

和歌山 ○

兵庫 ○ ○

島根 ○ ○

岡山 ○ ○ ○

広島 ○ ○ ○

山口 ○

協会数 4 14 23 28

事業社数 177 277 321 381

協会名

実施年度

適正化コンサルティング事業の実施状況
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Ｂ３版：車内広告枠掲出用ポスター 
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シートベルト着用促進リーフレット 
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車内事故防止用注意喚起シール 
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乗務中の携帯電話・スマートフォンの使用禁止等啓発用ステッカー 
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乗務中の携帯電話・スマートフォンの使用禁止等啓発用ポスター 



一般社団法人 

全国ハイヤー・タクシー連合会 

平成２９年３月 

ハイタク事業における 
総合安全プラン２００９ 

～進捗状況と今後の取組み等～ 



Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

交通事故件数 22,227 21,080 20,764 20,851 20,250 19,183 17,750 16,323 14,792 13,655 12,315 11,000 10,000

死亡事故件数 44 30 42 36 37 44 34 36 39 45 43 22 20
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ハイタク事業における総合安全プラン２００９

◆ 平成３０年までに

交通事故件数を １０，０００件以下に

死亡事故件数を ２０件以下に

◆ 飲酒運転ゼロ

◆ 覚せい剤・危険ドラッグ等薬物使用運転ゼロ

安全プラン２００９策定（平成２０年）

交通事故件数 ２０，７６４件

死亡事故件数 ４２件

交

通

死

亡

事

故

件

数

最終目標値（平成３０年）

交通事故件数 １０，０００件

死亡事故件数 ２０件

＊枠囲いの数値（Ｈ２９年以降）は、安全プラン２００９の目標値

＊出典：警察庁統計「タクシーの交通事故」

＊法人タクシーとは、個人タクシーを除くハイヤー・タクシー及

び事業用の「その他事業用の乗用自動車」をいう。

平成２８年中

死亡事故４３

平成２８年中

交通事故１２，３１５件

Ⅰ．ハイタク事業における総合安全プラン２００９の進捗状況     

（１）交通事故発生状況（法人タクシー） 

 
１．削減目標 
 ◆交通死亡事故件数を２０件以下。 
  交通事故件数を１０，０００件以下。 
◆ 飲酒運転ゼロ。 
◆ 覚せい剤・危険ドラッグ等薬物使用運転ゼロ。 

１ 

〇平成２８年中に発生した法人タクシーを第１当事者とする交通事故は、     

   ・ 交通事故発生件数    １２，３１５件  前年比 －１，３４０件（－ ９．８％） 

   ・ 死亡事故件数             ４３件  前年比 －     ２件（－ ４．４％） 

 ＊交通事故件数は平成２２年以降、減少傾向に転じ、毎年、前年比７～９％減少して 

    いる。 

 ＊死亡事故件数は、平成２５年からは増加傾向に転じている。平成２８年中の死亡事 

   故件数は４３件で、平成１８年以降、最多の４５件を記録した平成２７年に比べると 

    ２件（４． ４％）減少したものの、依然として高い水準にある。    



  
  

  

２．交通事故削減のための対策等 

（１）タクシー適正化・活性化特別措置法に基づくタクシー事業の適正化の   
   推進 

輸送の安全等を確保するため、「タクシー適正化・活性化特別措置法」に基づき、タクシー事業の適正

化（供給輸送力の削減）を推進         
  ＜法人タクシー車両数＞ 
    平成２０年３月末  ２２０，４１５台   ⇒  平成２８年３月末  １９０，１２７台 
                                            （－３０，２８８台） 
                  ＊車両数は、福祉輸送限定車両を除く法人タクシー車両数。（国土交通省調べ）      

長期的に輸送需要が低迷する中、車両数が増加するなどの影響もあり、運転者の労働条件が悪化 

＊車両数は、福祉輸送限定車両数を含む法人タクシー車両数。国土交通省調べ（各年３月末現在） 
＊交通事故件数は、福祉限定車両を含む法人タクシーを第1当事者とする人身事故件数。警察庁調べ（各年中） 

区  分 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

タクシー車両数 228,760 227,058 222,097 209,566 205,683 203,943 204,750 204,100 203,280 

内訳 
法人タクシー 220,415 218,519 212,952 199,422 194,759 192,186 192,736 191,363 190,127 

福祉限定 8,345 8,539 9,145 10,144 10,924 11,757 12,014 12,737 13,153 

タクシー事故件数 20,760 20,851 20,248 19,183 17,749 16,323 14,792 13,655 12,135 

タクシー死亡事故 40 36 37 44 33 36 39 45 43 

タクシー千台当たり事故
件数 

90.8 91.8 91.2 91.5 86.3 80.0 72.2 67.0 60.6 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ H２８

タクシー車両数 100.0 99.3 97.1 91.6 89.9 89.2 89.5 89.2 88.9

タクシー事故件数 100.0 100.4 97.5 92.4 85.5 78.6 71.2 65.8 59.3

千台当たり事故件数 100.0 101.2 100.5 100.8 95.1 88.2 79.6 73.8 66.7
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＊福祉限定車両を含む車両数、事故件数(ただし、個人タクシーは除く） 



（２） タクシー事故の特徴を踏まえた重点対策の推進 

ア 出会い頭事故防止対策 

◆選定理由 
  ① 死亡事故の７０％を人対車両の事故が占め、そのうち路上寝こみ者の轢過事故が約３ 
    ６％を占めている。（平成２４年中） 
◆対策  
  ① 早めのライト点灯とこまめなライト上向き走行 
    の徹底（通年化して実施） 
    ② 路上寝こみ者発見時の警察への通報と保護活動  
   ＊ 路上寝こみ者等に係るタクシー協会等と各都道府県 
      警察との協定等締結状況 
       ⇒ 平成２８年１２月１日現在  ２２協会 
   ＊ 路上寝こみ者等との事故防止・出会い頭事故防止啓 
      発 ポスターの作成 
◆実施結果 
  路上寝こみ者の轢過死亡事故件数と構成率 
    平成２４年   １０件（構成率３５．７％） 

   平成２５年   １２件（構成率４４．４％） 
    平成２６年   １２件（構成率４１．４％） 

    平成２７年    ８件（構成率２５．８％）                               

イ 路上寝こみ者の轢過事故防止対策 

◆選定理由 
  全事故の２３％を出会い頭事故が占めている。 
  （平成２４年中） 
 
◆対策 
 ① 信号のない交差点通過時の安全に係る基本動 
        作の習慣化の徹底 
  ・相手車優先時の交差点通過  
     ⇒ ２段階停止の習慣づけ 
   ・自車優先時の交差点通過 
             ⇒ アクセルからブレーキへの足乗せ換え動 
                      作の習慣づけ 
  ② 管理者等による同乗指導 
 
◆実施結果（中間結果） 
   出会い頭事故件数と構成率   
  平成２４年   ４，４５４件（構成率２３．０％） 
  平成２５年   ４，０２４件（構成率２２．６％） 
  平成２６年   ３，３８９件（構成率２１．０％） 

  平成２７年   ３，１５２件（構成率２１．２％）                                       ＊（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」 
＊交通事故件数は、ハイヤー・タクシー及び事業用の「その他事業用の  
  自動車」を第１当事者とする交通事故件数 

＊構成率は全事故に占める出会い頭事故の割合 

＊構成率は、人対車両の死亡事故に占める路上寝こみ者轢過死亡  
  事故の割合。 
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＊（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」 
＊交通事故件数は、ハイヤー・タクシー及び事業用の「その他事業用の  
  自動車」を第１当事者とする交通事故件数 
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ハイタク事故の人対車両の死亡事故の内訳

対面通行中 背面通行中 道路横断中 路上横臥中 その他

対面通行中 背面通行中 道路横断中 路上横臥中 その他 合計 全死亡事故
平成２４年 1 2 14 10 1 28 40
平成２５年 2 0 12 12 1 27 40
平成２６年 0 2 12 12 3 29 42
平成２７年 1 1 21 8 0 31 49

ハイタクの人対車両死亡事故の内訳

人対車両 正面衝突 追突 出会い頭 左折時 右折時 車両相互のその他 車両単独 合計

平成２４年 3,021 152 3,950 4,454 1,089 1,861 3,929 924 19,380

平成２５年 2,750 160 3,710 4,024 997 1,579 3,704 875 17,799

平成２６年 2,600 114 3,407 3,389 944 1,530 3,340 789 16,113

平成２７年 2,501 82 3,278 3,157 831 1,386 2,866 801 14,902
列車事故１を含む

車両相互

ハイタクの事故類型事故件数



  Ⅱ． その他の対策等 

１．安全体質の確立 

（１） 小集団・キックオフミーティング活動等の推進 

◆ 事業者が主体的に運輸安全マネジメントに取り組み、小集団・キックオフミーティング 
 活動等を推進。 
  [取組み事例] 
  ○ 明け番集会等を活用し、定期的に乗務員との安全に関する意見交換会の開催。 
  ○ 乗務員と定期的な個別面談の実施。 
  ○ グループリーダーが主体性を持った安全に関するグループ研修会の開催。 

（２） 「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的 な  
  指導及び監督の実施マニュアル」の活用 

◆ 事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施方法について分 
  かりやすく解説された国土交通省策定の「自動車運送事業者が事業用自動車の運転 
  者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル（タクシー事業者編）」を、全 
  タク連において印刷製本（７４００部）して会員事業者に頒布し、その活用を図っている。 

（３） 「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」の活用 

◆ 「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル（改訂版）」を全タク連において印刷  
  製本（６０００部）して、会員事業者に頒布し、その活用を図っている。                                           

（４）メールマガジン「事業用自動車安全通信」の活用 

◆ 国土交通省メールマガジン「事業用自動車安全通信」により発信されたタクシー関
連の特異重大事故等を、２半期ごとに死亡事故、飲酒運転、救護義務違反（ひき逃げ）
及び健康起因事故等に分類、集約して、交通安全委員会（年２回開催）等各種会議資
料として事故情報の共有化を図り、交通事故防止に活用した。 



（６）交通事故の抑止と飲酒運転等根絶に関する決議の採択 

◆ 全国のタクシー事業者が一堂に会する全国ハイヤー・タクシー事業者大会（平成２７ 
 年１１月１１日）において、交通事故の抑止と飲酒運転等根絶に向けて、運輸安全マネ 
 ジメントの一層の浸透・定着と、「総合安全プラン２００９」に基づく交通安全対策の一 
 層の強化・充実に業界の総力を挙げて取り組むことを決議した。 

（５）交通安全意識の醸成のための表彰制度の活用 

①交通事故抑止対策優秀都道府県協会表彰 

◆ 「総合安全プラン２００９」に掲げた目標達成に向け、各都道府県協 会の交通事故抑  
 止に向けた取り組みの一層の強化を目的として、交通事故削減に努力した都道府県 
 協会を表彰する「交通事故抑止対策優秀都道府県協会表彰」制度を平成２３年から実 
 施。 

②優良乗務員表彰 

◆ タクシー乗務員のうち、無事故無違反運転を長期間続け他の乗務員の模範となる    
 優良な乗務員を表彰することにより、乗務員の資質の向上を図ることを目的に昭和４１ 
 年から実施。 

  交通事故抑止対策の徹底と乗務員の安全確保に関する決議 
 

  タクシーによる交通事故は、発生件数は平成２２年以降連続して減少しているものの、死亡事故件数

は平成２５年から増加に転じ、平成２７年中は４５件と過去５年間で最悪の件数を記録した。また、未だ
に飲酒運転、ひき逃げ事案等の悪質な事案が発生するなど憂慮すべき事態にある。 

 業界を取り巻く経営環境等は極めて厳しい情勢にあるが、輸送の安全確保は、運送事業に携わる者
の最も基本的な且つ最高の使命であり、業界の最優先課題であるということを経営トップから現場の乗
務員に至るまでの全従業員が自覚して、交通事故の抑止と飲酒運転・薬物使用運転の根絶に向けて、
「ハイタク事業における総合安全プラン２００９」に基づく各種交通安全対策の推進に取り組む。特に、
「ハイタク事業における総合安全プラン２００９」に掲げた平成３０年までに交通事故件数、交通死亡事
故件数の半減及び飲酒運転・薬物使用運転ゼロにするという目標達成に向けて、平成３０年までの間
を「交通事故抑止重点対策期間」と位置付け、出会い頭事故及び路上寝込み者の轢過事故の防止対
策に業界の総力を挙げて取り組むこととする。 

 また、本年１０月に運輸安全マネジメント制度運用開始１０周年を迎えたことから、国土交通省の認定
する運輸安全マネジメントセミナー、講習会の受講促進に努めるなど、運輸安全マネジメント制度の更
なる浸透・定着に努める。 
  タクシー強盗事件の未然防止と乗務員の安全の確保については、「タクシーの防犯基準」に基づく防

犯対策の推進に努めているところであるが、昨年９月、秋田県下において乗務員が業務中に殺害され
るという痛ましい事件が発生したことから、改めて全事業者が「タクシーの防犯基準」を再確認し、防犯
仕切り板等防犯設備の整備促進、警察と連携した実践的な防犯訓練の実施等同基準に基づく防犯対
策をより一層強力に推進し、乗務員の安全の確保に万全を期すこととする。 
                                                                                                   右 決議する。 
 

                                      平成２８年１１月１５日 
                                  第５６回全国ハイヤー・タクシー事業者大会          



◆ 全タク連交通安全委員会において交通安全等に関する講演・研修会を年２回開催した。 
   〇平成２４年３月  
      「高齢運転者の交通事故防止について」 
        （財）労働科学研究所 所長 酒井一博 氏 
      「安全に関する企業風土測定ツール」 
        国土交通政策研究所 研究官 熊坂祐一 氏  
   〇平成２４年９月        
      「タクシー・ハイヤー事故の実態と交通事故・交通違反経験者の特性に基づく交通安全指導」 
        （公財）交通事故総合分析センター特別研究員 西田泰 氏 
      「脱法ドラッグの乱用防止等について」 
        警察庁刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課 課長補佐 小伊藤修 氏 
   〇平成２５年３月 
      「飲酒運転防止のための指導者養成の必要性」 
        特定非営利活動法人ＡＳＫ 飲酒運転対策特別委員会委員長 山村陽一 氏 
      「ＩＴ機器を利用したＫＹＴによる交通事故防止」 
        早稲田大学人間科学学術院 教授 石田敏郎 氏 ほか２名 
   〇平成２５年９月 
      「運転者の健康管理の重要性等について」 
        獨協医科大学法医学講座准教授  一杉正仁 氏 
      「スタッドレスタイヤの装着違いによる車両挙動について」 
        （一社）日本自動車タイヤ協会 タイヤ検査・事故防止部会委員 山本裕史 氏 
   〇平成２６年４月 
      「ＩＳＯ３９００１（道路交通安全マネジメント）認証取得について」 
        損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社 企画開発部長 入口秀俊 氏 
   ○平成２６年９月 
      「タクシー運転者の健康管理と睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ対策）」 
         ＮＰＯ法人 ヘルスケアネットワーク 副理事長 作本貞子 氏 
      「事業用自動車の安全プラン２００９の中間見直しについて」 
         国土交通省自動車局安全政策課長 小林豊 氏  
   ○平成２７年４月 
      「覚せい剤・危険ドラッグ等の薬物乱用防止対策について」 
         警察庁刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課 課長補佐 二重作剛 氏 
      「ドライアイと交通安全について」 
         慶應義塾大学医学部眼科学教室 教授 坪田一男 氏 
   ○平成２７年９月 
      「運転従事者における脳ＭＲＩ健診の意義」 
         （一社）運転従事者脳ＭＲＩ健診支援機構 専務理事（医学博士） 上田守三 氏 
   ○平成２８年４月 
      「運転者の認知症予防対策」  
         （一社）視覚認知教育協会 代表理事 藤川陽一 氏 
      「事業用自動車の健康起因事故防止対策」 
         国土交通省自動車局安全政策課長 平井隆志 氏 
   ○平成２８年９月 
      「運輸安全マネジメント制度のコンセプト及びリスク管理の理解調査官 木下典男 氏    
 
◆ 各県協会が事業者、乗務員を対象に交通安全等に関する講習・研修会等 を定期的に開    
   催した。 
◆ 運輸支局、ＮＡＳＶＡの実施する安全マネジメントセミナー、講習会等への積極的な受講の    
   広報・啓発を行った。 

 （７）安全対策に関する各種講習会・研修会の実施等 



Ⅲ 今後の取組み等 

１．事故分析に基づく重点対策の一層の推進 

（１）出会い頭事故防止対策 
   ○信号のない交差点通過時の安全に係る基本動作の習慣化の徹底 
    ・ 相手車優先時の交差点通過 ⇒ ２段階停止の習慣づけ 
    ・ 自車優先時の交差点通過    ⇒ アクセルからブレーキへの足乗せ換え動作 
                                                                                 の習慣づけ 
       ○管理者等による同乗指導等     
 
（２） 路上寝込み者等の轢過事故防止対策 
   ○早めのライト点灯とこまめなライト上向き走行の徹底 
    ・ 早めのライト点灯、ライト上向き走行することにより対象者を早期に発見し、事 
     故の未然防止を図る。（通年化して継続実施） 
    ・ 乗務員向けリーフレット作成、配布 
      ○路上寝込み者等発見時の警察への通報と防護措置 
    ・ 対象者を発見した場合、警察に１１０番通報するとともに、自車を対象者の手 
      前に停車させ、ハザードランプを点灯するなどして、警察官が到着するまで対 
      象者の防護措置をとる。 
    ・ 路上寝込み者対策に関する協定を警察と締結して実施。（２８年度末２２協会） 

       ○ドライブレコーダーのヒヤリハット場面の画像を活用して、 
     ・ 「何が要因であったのか」、「どのような状況であったのか」、「何を見落とした 
    のか」など、 ヒヤリハットとなった要因を運転者に確認させる。 
   ・ ドライブレコーダー導入車両数   １３万３，０９５台 （導入率約７２．５％） 

                                         ＊ドライブレコーダー導入車両数は全タク連調べ（Ｈ２８年度末現在） 

                         ＊導入率＝導入車両数÷調査車両数（１８３，５４７台）×１００ 

 〇定期健康診断の確実な受診指導 
 〇要再検査、要精密検査等の所見がある場合には、所見に応じた検査を受診させ 
   るなど定期健康診断の結果を踏まえた健康状態の把握に努める。 
 〇ＳＡＳスクリーニング検査、人間ドック、脳ドックを受診させるなどして、健康起因事 
       故を引き起こす可能性のある疾病等の早期発見に努める。 

（２）ドライブレコーダーの画像活用によるヒヤリハット教育 
   の推進 

（３）乗務員の健康管理の徹底 



 

 

 

 

 

 

平成２８年度第１回 事業用自動車総合安全プラン２００９ 
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個人タクシー事業における総合安全プラン2009
最終目標に向けた取り組み状況について

（平成26年～平成30年）

１．事故削減目標

（１）毎年、死亡事故件数（第１当事者）ゼロをめざします。

（２）毎年、飲酒運転ゼロをめざします。

（３）人身事故件数（第１当事者）を平成３０年までに８４０件以

下（平成２０年比５０％減）をめざします。

２.  重点削減目標

（１）個人タクシーに多い事故について、（公財）交通事故総合分

析センターのデータから次の４類型となっていることから、

これを「重点削減目標」として取り組みを図っていくことと

します。

（２）具体的には、上記の事故削減目標の中で個人タクシーに多い

次の４類型の事故の削減について、平成３０年まで３６５件

以下（平成２４年比４０％減）をめざします。

（重点削減目標） ① 交差点内での車両相互出会い頭事故

② 交差点内での人対車両事故

③ 第一通行帯での追突事故

④ 交差点内での車両相互右折時の事故

平成２６年以降の事故削減目標・重点削減目標

平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ２ ４ 日
（一社）全国個人タクシー協会



※ 基準年発生件数９件に対し、減少はしているものの、削減目標

である０件には未だ至っていない。

死
亡
事
故

年 度 20年 21年 22年 23年 24年 25年

削減目標 毎年０件 ０件

発生件数 ９件 ２件 ８件 ５件 ６件 ４件

死
亡
事
故

年 度 26年 27年 28年 29年 30年

削減目標 毎年０件 ０件

発生件数 ２件 ４件

基準年（平成２０年）から中間年（平成２５年）まで

中間年以降、最終年（平成３０年）まで

３．削減目標値と発生件数

（１）死亡事故（第１当事者）の削減目標と発生件数
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４件 ▲56%

削減目標 ０件
▲100%

20年（基準年）
死亡事故 ９件

最終目標 ０件
▲100%



中間年
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▲25％
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1,124件

▲33%

最終年
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▲50％
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▲33%
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（２）人身事故（第１当事者）の削減目標と発生件数

平成26年は削減目標1,225件に対し、発生件数1,183件 ▲42件 ▲3.4%

平成27年は削減目標1,124件に対し、発生件数1,121件 ▲ 3件 ▲0.3%

年
20年

… …
25年 26 年 27 年 28年 29 年 30年

基準年 中間年 実績 実績 最終年

人
身
事
故

削減目標 1,678件 … … 1,260件 1,225件 1,124件 1,024件 925件 840件

（20年比） ▲418件
▲25％

▲453件
▲27％

▲554件
▲33％

▲654件
▲39％

▲753件
▲45％

▲838件
▲50％

発生件数 1,678件 1,327件 1,183件 1,121件

（20年比） ▲351件
▲21％

▲495件
▲29％

▲557件
▲33％



人
対
車
両

車両相互

車
両
単
独

列

車

合

計

正
面
衝
突

追

突

出
会
い
頭

追
抜
追
越
時

す
れ
違
い
時

左
折
時

右
折
時

そ
の
他

単
路

歩道 1 0 0 7 0 0 2 2 2 2 0 16
路側帯 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 12
非分離道路 25 1 6 8 5 3 1 1 8 3 0 61
第一通行帯 44 3 102 7 19 2 7 6 83 15 0 288
第二通行帯以上 9 1 67 2 5 1 2 1 27 5 0 120
左折専用車線 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
右折専用車線 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 6
加減速車線 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
登坂車線 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

異通行帯

車道 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 6
歩道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
路側帯 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

交差点内 116 0 27 173 3 3 60 88 46 14 0 530
その他 20 0 18 5 2 0 0 3 17 13 0 78

合 計 222 7 228 202 34 10 72 105 188 53 0 1,121

平成２７年１月～１２月

出典（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」

個人タクシーの事故類型別、衝突地点別事故件数

平成24年の重点削減目標の類型地点での発生件数 計611件に対し、

平成25年 計570件 ▲ 41件 ▲ 6.7％

平成26年 計502件 ▲ 109件 ▲ 17.8％

▲ 132件 ▲ 21.6％

（重点削減目標） ① 交差点内での車両相互出会い頭事故
② 交差点内での人対車両事故
③ 第一通行帯での追突事故
④ 交差点内での車両相互右折時の事故

平成30年までに365件以下（平成24年比40％減）

（３）重点削減目標における人身事故（第１当事者）の発生件数

平成27年 計479件



１．全個協本部としての対策

（１）国交省安全政策課による講演

平成２６年１２月１０日支部代表者会議の席上
において、国土交通省自動車局安全政策課の杉崎
友信・事故防止対策推進官より「事業用自動車の
安全対策について」の講演受け、事故削減への一
層の取り組み強化を図りました。

（２）機関紙「全個協」、並びに「安全運行指導員だより」による広報活動

協会本部において、機関紙「全個協」、並びに安全運行指導員だより」を
発行。「個人タクシー事業における総合安全プラン２００９」事故削減対策、
その他事故防止について掲載し、同対策の周知徹底を図りました。

（３）交通安全ビラにより具体的な事故防止・安全
運転ポイントを啓蒙

協会本部において、毎年９～１０月実施の交通
安全運動時に作成・配付
する交通安全ビラに、具
体的な事故防止・安全運
転ポイント、運行管理や
健康管理の心得などを掲
載し注意喚起しました。

安全運行指導員だより

平成２６年以降の削減目標達成に向けた具体的促進策

交通安全ビラ

機関紙「全個協」



（４）従前から取り組んでいる施策について、継続して実施しています

① 安全マネジメントの周知徹底、

ＰＤＣＡサイクルの実践

② 安全運行指導員制度の内容充

実・積極活用

③ 事故情報の活用

④ 交通安全運動の実施 など

２．各支部・会員団体・構成団体等における対策

（１）事故削減目標の見直し・再設定

前年の事故発生件数をもとに、全国１０支部の事故削減目標値を毎年、見直
し、再設定を行っています。
さらに、各支部において、会員団体別の事故削減目標値を再設定しています。

（２）各支部・会員団体等において従来より継続して行っている施策

① 事故防止対策委員会を設置し、当該団体の事故発生状況・事故原因等の分析、

事業者からのヒヤリ・ハット体験の報告などを行います。必要によっては、事

務所掲示板に事故の概要、原因を記したものを掲示し、注意を喚起しています。

② 運輸局・運輸支局による講演をはじめ、事故防止講習会・研修会の開催、個

別・少人数等によるＫＹＴの実施

③ 安全運行指導員による指導・情報提供

④ 健康管理・運転適性チェックの徹底

⑤ 交通安全運動の実施 など

支部の削減目標
値に基づき、会
員団体の事故削
減目標値を再設
定する。
【例】関東支部







安全運行指導員だより

（1） 第12号 2015年４月22日

発行 一般社団法人 全国個人タクシー協会
164－0013 東京都中野区弥生町５－６－６ 個人タクシー会館４階 ℡０３（５３２８）０７３１

交通事故死者数4,113人 14年連続で減少

平成26年の交通事故による死者数は、4,113人で14年連続の減少となり、交通事故発生件数及び負傷者数も10年連
続で減少しました。
しかしながら、交通事故死者数の減少幅は縮小傾向にあり、交通事故死者数全体に占める65歳以上の高齢者の割

合が高い水準で推移しているなど、交通事故情勢は依然として厳しい状況にあります。

平成２６年の交通死亡事故の特徴

１.年齢層別死者数 高齢者（65歳以上）（構成率53.3％）が最も多く、次いで50歳代（同10.0％）、40歳代（同9.3％）の順に
多い。高齢者の死者数は前年に比べ減少（前年比－110人、－4.8％）したものの、死者数のうち高齢者の死者数が
占める割合は53.3％と過去最高となった。

２.状態別死者数 歩行中（構成率36.4％）が最も多く、次いで自動車乗車中（同33.3％）となっており、両者で全体の３分
の２以上を占めている。

３.昼夜別死者数 それぞれが約半数（昼の構成率49.9％、夜の構成率50.1％）を占めている。前年と比較すると、昼夜
間のいずれも減少し、特に夜間死者数は４年連続で減少している。

４.法令違反別死亡事故件数 漫然運転（構成率17.9％）が最も多く、次いで脇見運転（同14.0％） 、安全操作不適（同
11.3％）の順に多い。前年と比較すると安全運転義務（安全不確認、運転操作不適、脇見運転など）が軒並み減少
した。一方、一時不停止、酒酔い運転などが増加した。 ※ 警察庁まとめ
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交通事故発生状況の推移

夜間は、死亡事故率が昼間の2.7倍

交通事故件数を昼夜別にみると、夜間は、
交通事故全体に占める割合が約４分の１（構
成率27.3％）であるのに対して、死亡事故で
は半数（同50.3％）を占めており、死亡事故率
（交通事故全体に占める死亡事故の割合）は
昼間の0.48％に対して2.7倍の1.29％となって
いる。

夜間

27.3%

昼間

72.7%

交通事故 573,842件

昼間
49.7%

夜間
50.3%

死亡事故 4,013件

昼夜別交通事故件数（構成率）（平成26年中）



2015年4月22日 第12号 （2）

ハイヤー・タクシーの事故件数（第１当事者）

20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年

全事故件数
個人 1,678 1,525 1,595 1,475 1,415 1,327 1,183

法人 19,082 20,851 20,248 19,183 17,749 16,323 14,792

死亡事故件数
個人 9 2 8 5 6 4 2

法人 40 36 37 44 33 36 39

平成２５年１月～１２月

人対
車両

車両相互
車両
単独

列車 合計
正面
衝突

追突
出会
い頭

追抜
追越時

すれ違
い時

左折時右折時その他

単
路
（交
差
点
付
近
を
含
む
）

歩道 7 0 1 8 0 0 4 0 2 0 0 22

路側帯 5 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 11

非分離道路 39 2 11 8 4 2 2 2 15 6 0 91

第一通行帯 56 2 128 25 13 5 7 11 98 18 0 363

第二通行帯以上 11 4 62 3 6 1 0 5 34 5 0 131

左折専用車線 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

右折専用車線 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 8

加減速車線 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

登坂車線 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

異通行帯

車道 0 0 3 2 0 0 0 1 1 0 0 7

歩道 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

路側帯 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

交差点内 112 0 36 232 5 2 81 98 36 14 0 616

その他 25 1 14 3 0 2 4 4 10 9 0 72

合 計 255 9 263 281 28 12 98 122 204 55 0 1,327

出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計（平成25年版）」

個人タクシーの事故類型別、衝突地点別事故件数

交差点内で人身事故（第１当事者）の４６％が発生

衝突地点別：交差点内の事故件数616件（46.4％）、第一通行
帯の事故件数363件（27.4％）の順で多く、合わせて979件
（73.8％）を占めています。

事故類型別：交差点内の事故では、車両相互の出会い頭232
件（交差点内事故の37.7％）、人対車両112件（同18.2％）、
車両相互の右折時98件（同15.9％）の順で多くなっています。
また、第一通行帯の事故では、追突128件が最も多く、第

一通行帯事故の35.3％を占めています。

個人タクシーの事故

１位 交差点内での車両相互出会い頭

２位 第一通行帯での車両相互追突

３位 交差点内での人対車両

４位 交差点内での車両相互右折時

＝平成25年＝

平成26年１年間のハイヤー・タクシー事故（警察庁資料：第１当事者のみ）は、個人の全事故件数が1,183件（前年比
－144件、－10.9%）、法人が14,792件（ 同－1,531件、－9.4%）となりました。全事故件数は個人・法人とも年々減少し個
人・法人の合計件数15,975件は過去最も少ない件数です。個人の1,183件は平成4年以来の低い水準です。
一方、死亡事故は個人が2件で前年より2件減少しましたが、法人は3件増加しました。個人・法人の合計件数は平成

8年の44件以降、その前後の件数で推移しています。

全事故件数、死亡事故件数とも減少26年の個人タクシー事故

ワースト4



安全運行指導員だより

（1） 第13号 2016年４月13日

発行 一般社団法人 全国個人タクシー協会
164－0013 東京都中野区弥生町５－６－６ 個人タクシー会館４階 ℡０３（５３２８）０７３１

交通事故死者数4,117人 15年ぶりに増加

平成27年の交通事故の発生件数及び負傷者数は11年連続で減少しましたが、死者数については、4,117人で前年比
＋４人（＋0.1%）となり、15年ぶりに増加となりました。
特に平成27年は65歳以上の高齢者の交通事故死者数の比率が54.6%と過去最も高くなっています。近年の交通事故

死者数を押し上げる要因の一つとなっています。

平成２７年の交通事故発生状況

１．交通事故発生件数及び負傷者数 事故件数は536,789件（前年比－37,053件、－6.5％）、負傷者数は665,126人（前
年比－46,248人、－6.5％）でともに１１年連続で減少しました。

２．交通事故死者数 交通事故の死者数は4,117人（前年比＋４人、＋0.1％）で減少傾向にあった交通事故死者数が15
年ぶりに増加となりました。特に高齢者（65歳以上）の交通事故死者数は2,247人（前年比＋54人、＋2.5％）となり、
交通事故死者数の54.6％を占め、過去最も高くなりました。

３．飲酒運転死亡事故件数 原付以上の運転者（第１当事者）の飲酒運転死亡事故が203件（前年比－24件、－10.6％）
発生しており、減少しているとは言え、悪質・危険な運転による悲惨な交通事故も後を絶たず、多くの尊い命が交通
事故の犠牲となっています。 ※ 警察庁まとめ
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交通事故発生の推移

ドライブレコーダー装着推進中

ドライブレコーダーの装着率は向上していま
すが、30歳代（58.3%）、40歳代（59.1%）、50

歳代（50.3%）に比べ、75～79歳（26.8%）、80

歳以上（18.0%）の高齢者は、ドライブレコー
ダーの装着が進んでいません。万が一の事故
に備えて、自分自身を守るために是非装着し
ましょう。 ※平成26年全個協基本調査
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ドライブレコーダー装着車の推移



歩行者や自転車の濡れたくない心理をチェック
歩行者や自転車も雨に濡れたくない、目的の場所まで早くたどりつきたいと考えています。このため危険な行動と
なって現れます。たとえば、信号を無視して無理な横断を始めたり、バスに乗ろうとして強引な道路横断をしたり、ル
ールを無視した危険な行動をとることがあります。

歩行者も視界が悪化する
歩行者も傘が視界を遮り、後方の安全確認も怠りがちで
す。さらに、雨が強いと下を向いて歩き、車の接近も雨音に
消されて気付かない場合や赤信号に気付かず横断するこ
ともあります。

レインコートの子供に注意
レインコートを着た子供も左右の視界が悪く、車を確認で
きていないことがあります。頭を左右に振る子供を見て、自
車を確認したと判断して横断歩道を通過しようとすると、突
然横断を始めることもあります。

出典 企業開発センター

フロントガラスやサイドミラーの
水滴が視界を遮る

フロントガラスに残っている水滴の先にいる
歩行者や自転車は見えにくく、発見が遅れる
原因となります。
また、サイドミラーに水滴が付着すると車両
の姿がほとんど見えません。これが左右の確
認を遅らせ、無理な車線変更、バイクや自転
車の巻き込み事故を引き起こす原因にもなり
ます。

対向車のライトや街灯の
乱反射が視界を遮る

雨の夜は濡れた路面にライトが乱反射して
横断歩道や路面表示を見落としがちになりま
す。また、フロントガラスの油膜で視界を極端
に低下させます。

2016年4月13日 第13号 （2）

車を運転するうえで、晴れの日と雨の日では大き
な違いがあります。雨の日の危険を知りましょう。

雨の日の運転に注意しましょう

危険Ⅰ

雨に濡れたくない心理が
ドライバーのヒューマンエラーを招く

雨に濡れるのが嫌でマイカーなどを使おうとす
る人が多くなり、渋滞が起こりやすくなります。そ
こで渋滞に巻き込まれたドライバーには少しでも
早く着きたいという「急ぎの心理」が生まれます。
安全確認を十分に行わなかったり、イライラ運転
やスピードを出したりすることから危険な状況を
招きやすくなります。

同乗者や荷物が濡れないよう
無理な運転をする

車での送り迎えが増え、駅前付近などは車、
歩行者、自転車などが錯綜し、危険な道路と
なります。また、同乗者や荷物が濡れないよう、
屋根のある場所まで無理に行こうとして、接触
事故を起こしやすくなります。

危険Ⅱ
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降り始め

雨

晴れ

道路状態と停止距離

速度 雨はタイヤのグリップ力を弱める
タイヤの接地面と路面との間に水が入り込み
滑りやすくなります。

降り始めが最もスリップしやすい
時速60㎞では29.1ｍ(晴れ)に対し46.5ｍ(降り
始め)と1.5倍の距離になります。

スピードが増すほど危険が高まる
スピードが増せばタイヤの回転数も増え、接地
面に水が入って、スリップしやすくなります。

危険Ⅳ

レインドライブの
安全運転ポイント

スピードダウンと車間距離確保は鉄則

スリップしやすい場所をマークする

ライトを点灯し自車を目立たせる

忘れてならない車両点検

危険Ⅲ

距離
(m)

視界を悪くする ヒューマンエラー

スリップしやすい条件

雨は歩行者や自転車の行動にも影響を与える











平成28年（平成28年1月1日～12月31日）

NO 発生日 場所 事故内容 被害状況 事故原因とみられるもの

1 1/22 東京

１月２２日（金）午後７時頃、東京都の都道において、都内に営業所を置く個人タクシーが空車で運行中、信号待ちをしていた軽自動車
に追突した。
この事故により、軽自動車の運転者と同乗者の計２名が軽傷を負った。
運転者の呼気からアルコールが検出され、運転者は酒気帯び運転の疑いで警察に一時、身柄を拘束された模様。

相手運転手　軽傷
相手同乗者　軽傷

飲酒運転

2 2/22 鹿児島

２月２２日（月）午前４時５０分頃、鹿児島県の県道において、同県に営業所を置く個人タクシーが空車で運行中、道路左側５メートル下
の山中に転落した。
この事故により、タクシーの運転者が軽傷を負った。
事故は、片側１車線の下り坂の右カーブにおいて、タクシーが前車に続き時速４０ｋｍで走行していたところ、急にアクセルが吹きあがり
加速したことから、運転者はブレーキを踏んだが減速できず、追突を避けようと追い越ししたところ、ガードレールが途切れていた場所
から路外に逸脱し転落した模様。

個タク本人　軽傷 運転ミス・不注意

3 3/8 東京

3月8日（火）午後17時48分頃、個人タクシーが酒気帯び運転で前方の停車車両をセンターラインを越えて追越し、反対車線の駐車中
のトラックに衝突。そのまま現場を離れた。
その後も前方で停車していた小型ダンプに追突した。（自家使用中）

負傷者なし 飲酒運転

4 3/11 広島

３月１１日（金）午後１０時３５分頃、広島県の町道において、同県に営業所を置く個人タクシーが乗客１名を乗せて運行中、道路左側を
歩いていた歩行者１名をはね、歩行者が死亡した。
事故は、幅約６メートルの歩道のない直線道路において、２名が横１列で歩いていたところ、車道側にいた歩行者がはねられた模様。
タクシーの運転者は、対向の自転車やバイクに気を取られており道路左側の確認が疎かになったとのこと。

歩行者　死亡 運転ミス・不注意

5 3/15 東京

３月１５日（火）午前４時１５分頃、東京都の都道おいて、都内に営業所を置く個人タクシーが乗客１名を乗せて運行中、横断歩道を赤
信号で右側から左側に横断してきた歩行者２名をはねた。
この事故により、歩行者１名が死亡、１名が重傷を負った。
現場は、他の車線と分離帯で区別された高架下の片側１車線の道路で、歩行者が信号機のある横断歩道を赤信号で横断していた模
様。

歩行者
1名死亡、１名重傷

歩行者の赤信号無
視

6 4/2 東京

４月２日（土）午前１時２６分頃、東京都の首都高速道路の出口付近において、都内に営業所を置く個人タクシーが空車で運行中、車道
を歩いていた歩行者をはねた。
この事故により、歩行者が死亡した。

歩行者　死亡
歩行者が首都高出
口付近にいた。

7 5/3 東京
5月3日(火）、個人タクシーが事故を起こし、パトカーに追われ、道路のポールに衝突して停車した。（飲酒運転：自家使用中）

負傷者なし 飲酒運転

8 5/6 東京

5月6日午前5時30分頃、右カーブを曲がり切れずに電柱、植え込みに衝突した。
車を現場に置いたまま帰宅し、警察が自宅に来た際に酒気帯びを指摘され、事故当時に酒気帯びしていたと警察に対して供述した。
（自家使用中）

負傷者なし 飲酒運転

9 7/26 東京

７月２６日（火）午前３時３９分頃、東京都の都道において、都内に営業所を置く個人タクシーが空車にて運行中、信号機のある交差点
において歩行者をはねた。
この事故により、歩行者が死亡した。

歩行者　死亡 運転ミス・不注意

10 7/30 東京

７月３０日（土）午前１時１５分頃、東京都の区道において、都内に営業所を置く個人タクシーが空車にて運行中、路上で寝ていた歩行
者をはね、事故後の処置をせずにその場を立ち去った。
この事故により、歩行者が死亡した。
歩行者は、酒に酔って路上で寝ていた模様。

歩行者　死亡
運転ミス・不注意
（路上横臥）

11 8/3 富山

８月３日（水）午前１１時３０分頃、富山県の農道において、同県に営業所を置く個人タクシーが乗客３名を乗せて運行中、道路脇の水
田に転落した。
この事故による負傷者はなし。
事故は、運転者の漫然運転が原因の模様。

負傷者なし 運転ミス・不注意

12 9/2 東京
9月2日（金）午後3時26分頃、自家使用中に乗用車と接触した。相手方が警察へ連絡、呼気中アルコール濃度が0.5ml検出された。（自
家使用中） 負傷者なし 飲酒運転

13 9/10 東京
午前3時頃、追越し車線で前を走る原動機付自転車に追突し、原動機付自転車が転倒。運転者は走行車線上で後続のトラックに接
触した。原動機付自転車の運転者は、病院で死亡した。 相手運転手　死亡 運転ミス・不注意

14 9/19 静岡

９月１９日（月）午後６時０５分頃、静岡県の国道において、同県に営業所を置く個人タクシーが空車で運行中、センターラインを越えて
対向したきた乗用車と衝突した。
この事故により、乗用車の運転者が死亡し、当該タクシーの運転者が軽傷を負った。

相手運転手　死亡
個タク本人　軽傷

相手車両(対向車)が
センターラインを越え
て走行した。

15 9/22 神奈川
午前0時30分頃、空車で走行中に中央分離帯の柵に衝突し、運転者が死亡した。

個タク本人　死亡 運転ミス・不注意

16 11/27 千葉
午前４時頃、乗客１名を乗せて走行中に意識不明となり、乗客が座席側から手を伸ばしてハンドルを操作し、ガードレール等にぶつ
かった。乗客は足腰に軽傷、個タク事業者は死亡。解剖の結果、心臓に起因する突然死の疑いがあると判明した。

乗客　軽傷
個タク本人　死亡

健康起因事故

17 12/3 福岡
12月3日（土）午後5時00分頃、福岡県において、同県に営業所を置く個人タクシーが空車で運行中、病院建物の1階部分に衝突した。
この事故により、3名が死亡し、1名が重傷、6名が軽傷を負った。

死亡3名、重傷1
名、軽傷6名

不明（調査中）

18 12/19 岐阜

12月19日（月）午後8時30分頃、岐阜県の駅構内タクシー乗り場の待機所において、同県に営業所を置く個人タクシーが客待ちのため
停車中、前に停車していた別のタクシーに追突した。
はずみで追突されたタクシーが、更に前のタクシーに追突する玉突き事故となった。
この事故により、最初に追突されたタクシーの運転者が軽傷を負った。事故後の警察による調べで、当該個人タクシー運転者の呼気か
らアルコールが検出されたため現行犯逮捕された模様。

出典：国土交通省メールマガジン「事業用自動車安全通信」及び同省資料等

国土交通省において収集した事業用自動車に関する事故情報等について（平成２８年）



平成27年（平成27年1月1日～12月31日）

NO 発生日 場所 事故内容 被害状況 事故原因とみられるもの

1 1/7 東京

１月７日（水）午後８時３０分頃、東京都の都道の交差点において、都内に営業所を置く個人タクシーが空車にて運行中、当該交差点を
横断する歩行者を轢いた。
この事故により、当該歩行者が死亡した。
事故は、当該タクシーが青信号で直進する際、当該交差点の中央寄りを、右側から信号を無視して横断してきた歩行者を轢いたもの。

歩行者　死亡 歩行者の信号無視

2 1/28 東京

１月２８日（水）午前２時３０分頃、東京都の都道において、都内に営業所を置く個人タクシーが空車で走行中、前を走行していた車両
がはねたとみられる歩行者を轢過した。
これにより、当該歩行者は死亡したが、事故現場の道路を横断中だったのか、前の車両がはねる前に倒れていたのか等、どの時点で死
亡したのかは不明。
前を走行していた車両はその場を立ち去った模様。

歩行者　死亡
前方車両がはねた歩
行者を後続車の個タ
クが轢過

3 2/14 神奈川

２月１４日(土)午前１時頃、神奈川県の国道の交差点において、同県に営業所を置く個人タクシーが乗客１名を乗せて、当該交差点を
右折した際、対向から直進してきた乗用車が、当該個人タクシーの左側面後部に衝突した。
この事故により、個人タクシーの乗客が死亡し、双方の運転者が重傷を負った。

相手運転者　重傷
個タク乗客　死亡
個タク本人　重傷

交差点で衝突

4 2/27 静岡

２月２７日（金）午後２時１０分頃、静岡県の国道の交差点で、同県に営業所を置く個人タクシー（空車）が、中央分離帯を越え対向車線
のトラックに接触した。
さらにタクシーは走り続け、歩道に乗り上げフェンスに衝突した。
タクシーの運転者は２時間半後に死亡、トラックの運転者にケガは無かった。
タクシー運転者に外傷がなかったことから病死とみられる模様。

個タク本人　死亡
健康起因による病死
の疑い

5 3/14 広島

３月１４日（土）午前２時頃、広島県の県道において、同県に営業所を置く個人タクシーが乗客１名を乗せて運行中、センターラインをは
み出してきた対向車線の乗用車と正面衝突した。
この事故により、乗客１名及び当該タクシーの運転者が重傷を負った。
事故現場は、見通しの良い片側１車線の直線道路で、当該タクシーの運転者は、何らかの原因で対向車線からセンターラインをはみ出
してきた乗用車を確認したが回避が間に合わず衝突した模様。

個タク乗客　重傷
個タク本人　重傷

センターラインをはみ
出した対向車と衝突

6 4/24 東京

４月２４日（金）午前２時５０分頃、東京都の都道交差点において、都内に営業所を置く法人タクシーが乗客１名を乗せて運行中、右折
矢印青信号に従い右折を開始したところ、直進してきた個人タクシー（乗客１名）と衝突した。
この事故により、法人タクシーの乗客１名が腕を骨折する重傷を負い、両タクシーの運転者及び個人タクシーの乗客１名の合計３名が
軽傷を負った。
法人タクシーのドライブレコーダーの記録によると、個人タクシーが信号を無視して交差点に進入した模様。

法人タク　重傷
個タクと乗客　軽傷

個タクの信号無視

7 5/10 沖縄

５月１０日（日）午前０時３０分頃、沖縄県の県道交差点において、同県に営業所を置く個人タクシーが空車で運行中、対向してきた乗
用車と正面衝突し、横転した。
この事故により、個人タクシーの運転者が軽傷を負い、乗用車の運転者が重傷を負った。
事故は、タクシーが交差点を左折して合流するため一時停止していたところへ、対向車線から中央分離帯を乗り越え進入してきた乗用
車が衝突した。
乗用車の運転者は酒気帯び運転であった模様。

相手運転者　重傷
個タク本人　軽傷

相手運転者の酒気
帯び

8 5/11 東京

５月１１日（月）午後１０時２２分頃、東京都の都道交差点において、都内に営業所を置く個人タクシーが空車で運行中、歩行者１名をは
ねた。
この事故により、歩行者が死亡した。
事故は、タクシーが青信号にて交差点を直進したところ、交差点先の横断歩道上を、歩行者が右側から信号を無視して横断してきた模
様。

歩行者 死亡 歩行者の信号無視

9 5/18 東京

５月１８日（火）午後１０時４０分頃、東京都の交差点において、都内に営業所を置く個人タクシーが乗客１名を乗せて運行中、横断歩道
を歩いていた歩行者１名をはねた。
この事故により、歩行者は病院に運ばれたが間もなく死亡した。
事故は、タクシーが青信号にて交差点を直進しようとしたところ、歩行者が交差点手前の横断歩道上を、左側から信号を無視して横断
した模様。

歩行者　死亡 歩行者の信号無視

10 6/18 福岡

６月１８日（木）午前７時頃、福岡県の市道交差点において、同県に営業所を置く個人タクシーが乗客１名を乗せて運行中、自転車と接
触しタクシーはそのまま走り去った。
この事故により、自転車に乗っていた者は軽傷を負った。
事故は、タクシーが信号機のない交差点において、道路を横断しようとした自転車と接触したもの。
報道によると、タクシーの運転者はひき逃げ及び過失運転傷害の疑いで逮捕された模様。

自転車乗り　軽傷
交差点での自転車の
横断

11 7/17 東京

７月１７日（金）午前２時４０分頃、東京都の都道交差点において、都内に営業所を置く個人タクシーが乗客２名を乗せて運行中、赤信
号で横断中の歩行者１名をはね、死亡させた。
なお、乗客に怪我はなかった模様。

歩行者　死亡 歩行者の信号無視

12 8/8 千葉

８月８日（土）午前１時３０分頃、千葉県の自動車専用道において、東京都に営業所を置く個人タクシーが乗客１名を乗せて運行中、タ
クシーの運転者が意識を失ったことにより、タクシーは第１車線のトラックに接触し、反動で中央分離帯に衝突した。
この事故により、タクシーの運転者が病院に搬送されたが死亡し、タクシーの乗客が軽傷を負った。

個タク乗客　軽傷
個タク本人　死亡

個タク本人が運転中
に意識喪失

13 8/19 神奈川

８月２９日（土）午前１時０５分頃、神奈川県の市道において、同県に営業所を置く個人タクシーが空車で運行中、道路を横断していた
歩行者１名をはねた。
この事故により、歩行者１名が死亡した。
事故は、タクシーが横断中の歩行者に気付くのが遅れ、はねた模様。

歩行者　死亡
横断中の歩行者に気
付くのが遅れて撥ね
た

14 9/8 広島

９月８日（火）午後１１時１５分頃、広島県の国道において、同県に営業所を置く個人タクシーが乗客１名を乗せて運行中、道路を横断し
ていた歩行者１名をはねた。
この事故により、歩行者が死亡した。
事故は、片側１車線の直線道路において、タクシーが道路左側から横断してきた歩行者に気付くのが遅れ、衝突した模様。

歩行者　死亡
道路左側から横断す
る歩行者に気付くの
が遅れて衝突した

15 11/12 東京

１１月１２日（木）午後９時２８分頃、東京都の都道において、都内に営業所を置く個人タクシーが空車で運行中、歩行者１名をはねた。
この事故により、歩行者が死亡した。
事故は、横断歩道から１０ｍ程過ぎたところにおいて、タクシーが道路左側から飛び出してきた歩行者を避けきれず、はねた模様。

歩行者　死亡
飛び出してきた歩行
者を撥ねた

16 11/12 大分

１１月１２日（木）午後１１時４５分頃、大分県の市道において、同県に営業所を置く個人タクシーが乗客１名を乗せて運行中、火災事故
が発生した。
この事故による負傷者はなし。
事故は、タクシーが走行中、車両前部から煙が発生していることに気付き、乗客を降車させて車両を点検したところ、車両右側のヘッド
ライト付近から出火した模様。

負傷者なし
ヘッドライトから出火
した

17 11/28 東京

１１月２８日（土）午前３時００分頃、東京都の高速道路において、都内に営業所を置く個人タクシーが乗客1名を乗せ運行中、高速道路
上にいた歩行者をはね、死亡させた。
個人タクシーの運転者、乗客に負傷なし。
はねられた歩行者は、路肩に止まっていた法人タクシーから降車した乗客であった。

歩行者　死亡
高速道路上にいた歩
行者を撥ねた

18 12/15 岩手

１２月１５日（火）午後２時４０分頃、岩手県の国道において、同県に営業所を置く個人タクシーが乗客１名を乗せて運行中、センターライ
ンを超えて対向車線に進入し、対向の大型ダンプカーと正面衝突した。
この事故により、タクシーの乗客及び運転者が重傷を負い、ダンプカーの運転者が軽傷を負った。

相手運転手　軽傷
個タク乗客　重傷
個タク本人　重傷

対向車線に進入して
衝突した

19 12/29 東京

平成２７年１２月２９日（火）午後８時０５分頃、東京都の都道において、都内に営業所を置く個人タクシーが乗客１名を乗せて停止してい
たところ、運転者が意識を喪失したことから、踏んでいたブレーキが緩み、前方の車両に追突した。
運転者は救急搬送されたが死亡した。他に負傷者はなし。運転者は心臓の持病があったとのこと。

個タク本人　死亡 健康起因による病死

出典：国土交通省メールマガジン「事業用自動車安全通信」

国土交通省において収集した事業用自動車に関する事故情報等について（平成２７年）



基準年 中間年 最終年 結果 目標 最終年

平成20年 25年 30年 27年 28年 29年 30年

目　　　標 ① 32 21 24 21 21 21

発生件数 ② 43 27 21

目標達成数（②－①） -5 -3

目　　　標 ① 20 13 20 17 15 13

発生件数 ② 27 26 26

目標達成数（②－①） 6 6

目　　　標 ① 17 11 11 11 11 11

発生件数 ② 23 13 19

目標達成数（②－①） -4 8

目　　　標 ① 631 420 540 498 457 416

発生件数 ② 841 681 501

目標達成数（②－①） 50 -39

目　　　標 ① 33 22 30 22 22 22

発生件数 ② 44 36 57

目標達成数（②－①） 3 27

目　　　標 ① 304 202 268 245 222 202

発生件数 ② 405 314 276

目標達成数（②－①） 10 8

目　　　標 ① 52 35 28 27 26 26

発生件数 ② 70 50 40

目標達成数（②－①） -2 12

目　　　標 ① 19 13 18 16 14 13

発生件数 ② 26 22 15

目標達成数（②－①） 3 -3

目　　　標 ① 134 89 107 100 92 85

発生件数 ② 179 134 154

目標達成数（②－①） 0 47

目　　　標 ① 15 10 18 10 10 10

発生件数 ② 20 24 12

目標達成数（②－①） 9 -6

目　　　標 ① 1,257 836 1,064 967 890 819

発生件数 ② 1,678 1,327 1,121

目標達成数（②－①） 70 57

目　　　標 ① 1,260 840 1,124 1,024 925 840

発生件数 ② 1,678 1,327 1,121

目標達成数（②－①） 67 -3

平成27年目標達成：ひき続き事故削減の推進が必要

　　　　　　茨城3件を含む。３.中国地区の事故発生件数＝40件には鳥取3件を含む。

事故発生件数実績・目標件数

四　　　国

九　　　州

沖　　　縄

計

全　　　国

　（注）　１.事故発生件数（発生地点による件数）は警察庁調べ。２.関東地区の事故発生件数＝27年501件には

東　　  北

北陸信越

関　　　東

中　　　部

近　　　畿

中　　　国

平成27年目標未達成：事故削減に向けて特に強力な推進が必要

平成27年事故実績において平成30年(最終年)目標を既に達成

事故削減目標及び進捗状況（支部）
各年12月末現在

事故発生実績・当初最終年目標

北  海  道



基準年 中間年 最終年 結果 目標 最終年

平成20年 25年 30年 26年 27年 28年 29年 30年

目　　　標 ① 32 21 25 24 23 22 21

発生件数 ② 43 27 24

目標達成数（②－①） -5 -1

目　　　標 ① 20 13 23 20 17 15 13

発生件数 ② 27 26 22

目標達成数（②－①） 6 -1

目　　　標 ① 17 11 12 11 11 11 11

発生件数 ② 23 13 13

目標達成数（②－①） -4 1

目　　　標 ① 631 420 582 540 498 457 416

発生件数 ② 841 681 546

目標達成数（②－①） 50 -36

目　　　標 ① 33 22 33 30 27 24 22

発生件数 ② 44 36 53

目標達成数（②－①） 3 20

目　　　標 ① 304 202 291 268 245 222 202

発生件数 ② 405 314 309

目標達成数（②－①） 10 18

目　　　標 ① 52 35 46 28 27 26 26

発生件数 ② 70 50 28

目標達成数（②－①） -2 -18

目　　　標 ① 19 13 20 18 16 14 13

発生件数 ② 26 22 8

目標達成数（②－①） 3 -12

目　　　標 ① 134 89 125 107 101 92 85

発生件数 ② 179 134 155

目標達成数（②－①） 0 30

目　　　標 ① 15 10 21 18 15 12 10

発生件数 ② 20 24 25

目標達成数（②－①） 9 4

目　　　標 ① 1,257 836 1,178 1,064 980 895 819

発生件数 ② 1,678 1,327 1,183

目標達成数（②－①） 70 5

目　　　標 ① 1,260 840 1,225 1,124 1,024 925 840

発生件数 ② 1,678 1,327 1,183

目標達成数（②－①） 67 -42

平成26年事故実績において平成30年(最終年)目標を既に達成

平成26年目標達成：ひき続き事故削減の推進が必要

平成26年目標未達成：事故削減に向けて特に強力な推進が必要

　　　　　　山梨１件を含む。

沖　　　縄

全　　　国

北  海  道

東　　  北

北陸信越

関　　　東

中　　　部

近　　　畿

中　　　国

四　　　国

九　　　州

計

事故削減目標及び進捗状況（支部）
各年12月末現在

事故発生実績・当初最終年目標

　（注）　１.事故発生件数（発生地点による件数）は警察庁調べ。２.関東地区の事故発生件数＝26年546件には茨城1件、

事故発生件数実績・目標件数



平成27年12月末
事業者数

平成27年
(平成26年12月事業者数

をﾍﾞｰｽに設定)

平成28年
(平成27年12月事業者数

をﾍﾞｰｽに設定)

平成29年
(平成27年12月事業者数

をﾍﾞｰｽに設定)

平成30年
(平成27年12月事業者数

をﾍﾞｰｽに設定)

東京都個人ﾀｸｼｰ協会

13,842人

80.56% 前年比較 -35 -33 -33

神奈川県個人ﾀｸｼｰ協会

2,374人

13.82% 前年比較 -5 -6 -5

千葉県個人ﾀｸｼｰ協会

738人

4.29% 前年比較 -2 -1 -2

埼玉県個人ﾀｸｼｰ協会

166人

0.97% 前年比較 0 -1 0

栃木県個人ﾀｸｼｰ協会

61人

0.36% 前年比較 0 0 -1

群馬県個人ﾀｸｼｰ協会

2人

0.01% 前年比較 0 0 0

関東支部

17,183人

前年比較 -42 -41 -41

0 0

※ 平成27年12月末現在事業者数をﾍﾞｰｽに目標値を再設定した。

436 401 368 335

74 69 63 58

20 18

5 5 4 4

平成28年1月26日正副支部長会議　承認

平成28年～30年　人身事故削減目標

(一社)全国個人タクシー協会 関東支部

540 498 457 416

23 21

2 2 2 1

0 0
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公益社団法人全日本トラック協会
「トラック事業における総合安全プラン２００９」

中間見直し後の各種交通事故防止対策の進捗状況

平成２９年３月２４日



● 衝突被害軽減ブレーキ等のＡＳＶ関連機器、運行記録計、ドライブレコーダなどの運行
管理・支援機器の普及拡大の促進。

・衝突被害軽減ブレーキを装着した車両総重量3.5トン以上8トン未満の車両への助成事業の
実施（平成29年4月1日以降の装着に限る）（平成29年度計画）

・車載カメラ搭載車（左折巻き込み事故防止対策）への助成事業の実施（平成29年度計画）

● 運行管理・支援機器の有効活用を図るため、「ドライブレコーダ導入の手引き」「ドラ
イブレコーダ活用マニュアル」「Web版ヒヤリハット集」の制作と、ホームページ上への
公開による普及促進

● 関係省令の改正による、運行記録計による記録および当該記録保存の義務付け対象の拡大

１．ＡＳＶ（先進安全自動車）関連機器及び運行管理・支援機器の普及拡大

２．トラック運転者教育の充実等

● 全日本トラック協会及び都道府県トラック協会の総会、事業者大会等における交通安全
セミナー及び交通安全決議の実施による、交通安全に対する事業者の意識向上の定着促進

目 標
区 分

平成２０年
実績

平成２５年
目標

平成３０年
目標

交通事故死者数 513人 380人以下 250人以下

人身事故件数 56,295件 43,000件以下 30,000件以下

区 分
平成２０年
実績

平成２５年
目標

平成３０年
目標

交通事故死者数 450人 330人以下 220人以下

人身事故件数 28,838件 22,000件以下 15,000件以下
飲酒運転・
危険ドラッグ 飲酒運転・危険ドラッグ等薬物使用による運行の絶無

■事業用自動車総合安全プラン２００９ ■トラック事業における総合安全プラン２００９

３．事故分析及び有効な事故防止対策の検討・活用

４．広報・啓発活動等

全
ト
協

国
交
省

中間目標の達成状況を踏まえた取組み内容

●事業用貨物自動車の事故実態を交通事故データベースから集計・分析し、それらの分析事例
をもとにした事故事例集の作成と、事故防止活動への活用

・交差点事故発生要因の詳細分析を行い、これに基づく「トラック交差点事故防止マニュアル
～交差点事故撲滅キット～」の作成

・ 追突事故発生要因の詳細分析を行い、これに基づく「トラック追突事故防止マニュアル ～追突
事故撲滅キット～」の作成

● 重大事故に係る会員事業者情報にもとづく、車籍別、発生地域別、車両区分別、道路
区分別等詳細な事故分析手法への見直しおよび、迅速かつ効果的な検証による新たな対策
の樹立

● 「正しい運転・明るい輸送運動」、「不正改造車を排除する運動」の実施、国の交通安全運動等
への参加など、会員事業者への広報・啓発活動の積極的な展開

●事業用トラックによる死亡事故の発生地域別データベースを構築し、事故防止啓発ツール
としての活用

● 準中型免許の創設に伴う、改正道路交通法の周知・啓発を目的としたパンフレット、ポスター、
識別ステッカー等の作成および、都道府県トラック協会を通じた会員事業者への配布

当面の重点削減目標と具体的促進策

★死亡事故件数に係る新たな数値目標（重点削減目標）の設定

●事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数１万台当たり「２．０」件以下
とし、各都道府県（車籍別）の共有目標とする。

★重点削減目標に向けた具体的促進策

●事業用トラック重点事故対策マニュアルの策定

●事故防止対策セミナーの開催・受講の促進

●ドラレコ及びデジタコ等安全管理機器のより積極的な導入の促進

平成２７年２月２６日

（公社）全日本トラック協
会

「トラック事業における総合安全プラン2 0 0 9」中間見直し後の取組み

2

平成２９年３月

※ 下線部分は中間見直し後の取組みを示す。

● 初任運転者等を対象とした「事業用トラックドライバー研修テキスト」の作成（平成28
年度）および、初任運転者教育に関する助成事業の実施、並びに都道府県トラック協会に
おける初任運転者教育の充実強化（平成29年度研修計画）

● 交通事故防止の意識の高揚を目的とした「トラック追突事故防止マニュアル活用セミナー」
及び「交差点事故防止マニュアル活用セミナー」、平成29年度に見直しを行うドラレコマニュ
アルによる「ドライブレコーダ活用セミナー」の全国各地での開催

● 安全運転研修に対する助成の実施および、受講の促進

● Gマーク制度（貨物自動車運送事業安全性評価制度）の普及促進

● 運転技術、安全意識向上のため、トラックドライバー・コンテストの実施
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中間見直し

中期目標（平成２５年）のうち、人身事故件数については「22,000人以下」とする目標値を
クリアしたものの、死者数については目標値（330人以下）を大きく上回っており、今後は
平成30年までに220人以下とする目標に向けた更なる取り組みが求められる。

トラック事業における総合安全プラン 2 0 0 9 と目標値

中期目標
330

22,000

※事業用トラック事故件数及び死者数には軽貨物を含まない 出典：警察庁「交通事故統計」 3



年 種別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計

28年

大型
１０
（+２）

１７
（-６）

１５
（-４）

１５
（－４）

１０
（-１）

８
（－６）

９
（－６）

１３
（-１）

９
（－５）

１４
（＋３）

１２
（-４）

１８
（-２）

１５０
（-３５）

中型
１１
（+１）

５
（-４）

８
（-３）

６
（０）

９
（-１）

１０
（＋６）

９
（±０）

９
（+５）

１０
（+５）

３
（-８）

８
（-４）

５
（-１０）

９３
（-１３）

普通
２

（+１）
１

（-２）
１

（-３）
１

（－１）
２

（+２）
２

（＋１）
０

（±０）
１

（-１）
０

（-１）
０

（-１）
２

（±０）
３

（+３）
１５
（-２）

合計
２３
（+４）

２３
（-１２）

２４
（-１０）

２２
（－５）

２１
（±０）

２０
（＋１）

１８
（－６）

２３
（+３）

１９
（－１）

１７
（-６）

２２
（-８）

２６
（-９）

２５８
（-５０）

27年 合計 １９ ３５ ３４ ２７ ２１ １９ ２４ ２０ ２０ ２３ ３０ ３５ ３０８

26年 合計 ３２ ３２ ２９ ２８ ２９ ２６ ２５ １９ ２５ ２４ ２３ ３８ ３３０

月
別
件
数

4

事業用貨物車に係る第１当事者死亡事故件数の状況
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※平成28年12月末時点 ※カッコ内は前年同月比増減数。ただし平成27年12月末時点の確定値は警察庁確認中。
※死亡事故件数は軽自動車によるものを除く 出典：警察庁「交通事故統計」
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事業用トラック 1 万台当たりの死亡事故件数推移

※死亡事故件数は事業用貨物自動車が第一当事者となるものであり、軽自動車によるものを除く 出典：(公財)交通事故総合分析センター
※車両台数はトレーラ及び軽自動車を除く営業用貨物自動車の保有台数（H27.3末現在） 出典：(一財)自動車検査登録情報協会

目
標

全
国

平
均
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平成 2 9 年度 事故防止関係助成事業概要 ( 案）

助成事業 概 要

１ ドライブレコーダ

予算 ３億円

対象機器・装置

強い加速度等が生じた場合に、その前後一定時間の画像を撮影できること

「貨物自動車ドライブレコーダ選定ガイドライン」で定義された４分類（① 簡易型 ② 標準型 ③ 運行管理連携
型 ④ スマートフォン活用型）のうち、③ 運行管理連携型とする

助成金額 １台につき２万円

昨年度からの変更点
・予算３千万円増
・運行管理連携型のみを対象（標準型、スマートフォン活用型は対象外）とする

２

【新規】

衝突被害軽減
ブレーキ

予算 ２億円

対象機器・装置

車両総重量3.5トン以上8トン未満の事業用トラックに装着された衝突被害軽減ブレーキ装置
※新車新規登録の車両または後付けで装着された装置
※国の事故防止対策支援推進事業（先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援）の衝突被害軽減ブレーキ
と同一とする

助成金額 装置取得価格の1/4（上限５万円）

その他 中小企業事業者に限る。国の補助金との併用は妨げない

３ 安全装置

予算 １億５千万円

対象機器・装置

① 後方視野確認支援装置
② 側方視野確認支援装置 ※車両総重量7.5トン以上の事業用トラックに装着した場合に限る
③ 呼気吹込み式アルコールインターロック装置
④ IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器（Gマーク認定事業所に限る）

助成金額 １台につき対象装置毎に１万円

昨年度からの変更点
・予算５千万円増
・側方視野確認支援装置を対象装置に追加

※赤字は前年度からの変更箇所を示す
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7

ドライバー等安全教育訓練の充実・強化

（企画・制作：全日本トラック協会／発行・販売：日本貨物運送協同組合連合会）

■ドライバー等安全教育訓練（H29年度 全ト協助成事業）

予算：８千万円
活動内容：ドライバー等に対する安全教育
助成金額：一般研修（1泊2日・・・１万円

特別研修（2泊3日・・・受講料の7/10）
※Gマーク認定事業所のドライバー等が受講する場合は受講料全額

その他条件：助成対象研修は、全ト協が指定する研修施設が行う研修で、予め
指定したもの

■交通事故対策セミナーの開催状況(延べ開催回数）

■事業用トラックドライバー研修テキスト

■初任運転者教育指導記録簿

（全日本トラック協会が作成した参考様式）

（回）

■トラック追突事故防止
マニュアル活用セミナー

■トラック交差点事故防止
マニュアル活用セミナー

■ドライブレコーダ活用
セミナー

（平成29年度改訂予定）

貨物自動車運送事業者が行う指導監督指針（国土交通省告示）に対応
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交通事故防止のための広報・啓発活動

■春の全国交通安全運動ポスター

■「準中型免許Ｑ＆Ａ」（パンフレット）

■「広報とらっく」折込ポスター
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事業用自動車総合安全プラン２００９フォローアップ会議 

 

                           平成２９年３月２４日 

（独）自動車事故対策機構 

 
１．講ずべき施策の進捗状況 

 

（１）安全体制の更なる強化 

運行管理の更なるスキルアップのため、以下の内容をカリキュラムとする実践的な運行管

理者等講習の実施に係る施策として、以下の取り組みを実施している。 

 

⑤上級講習（仮称）に係る評価 

   

１）再発防止対策を策定する手法の習得のために、事故要因分析手法の紹介と業態毎に様々

な事故事例集を掲載した「事故事例研究」を特別講習テキストに掲載し、運行管理者が自

ら再発防止策を考えさせる小集団ロールプレイ方式により講習を実施している。平成２６

年度以降も事故事例のリニューアルを行いつつ、特別講習を引き続き実施している。                                                   

 

２）平成２６年度に基礎講習、一般講習及び特別講習用テキストについて、事業用自動車運

転者の健康管理、健康診断結果等に基づいた指導方法に関する記述をリニューアルし、基

礎講習、一般講習及び特別講習を引き続き実施している。 

  

⑫保安指導を担う指導的人材の育成・資質の向上と安全体質の底上げに係る評価 

 

１）平成２７年度より講習担当職員（第一種、第二種講師）に対し、認定要領に基づく研修

を実施している。 

 

（３）飲酒運転の根絶・危険ドラッグ等薬物使用による運行の絶無 

飲酒運転の根絶・危険ドラッグ等薬物使用による運行の絶無のため、以下の取り組みを実

施している。 

 

①運行管理者講習等におけるアルコールに関する専門的教育に係る評価 

 

１）指導講習におけるアルコール専門教育を行うために、ＮＰＯ法人ＡＳＫの飲酒運転防止

インストラクターとして平成２６年度は３７名が認定され、平成２７年度は新たに１９名

が認定され、これまでに２０３名（退職者等を除く）が認定されている。平成２８年度に

おいては飲酒運転防止インストラクター養成講座を１６名が受講し、本年度中に認定され

る見込み。 

 

２）平成２２年度より、基礎講習、一般講習及び特別講習のテキストに、ＮＰＯ法人ＡＳＫ

が執筆した「今ドライバーに必須のアルコール教育」を掲載、各講習でアルコール専門教

育を実施。平成２８年度においても引き続き実施している。 

 

３）点呼時におけるアルコール検知器使用の義務化に伴い、平成２３年度より、基礎講習、

一般講習及び特別講習のテキストに点呼の実施方法等に関する内容を継続掲載するとと
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もに、平成２３年度に視聴覚教材（ＤＶＤ）「点呼-日々の安全運行のために」を作成し、

平成２４年度より各講習でテキストと合わせ本視聴覚教材を機会あるごとに活用し点呼

の必要性、点呼時におけるアルコール検知器の使用義務等の啓発を実施。平成２６年度以

降においても引き続き実施している。 

 

②運転者の日常的飲酒に対する指導・管理に係る評価 

 

上記①に同じ 

 

④危険ドラッグ等薬物の使用禁止に係る評価 

 

１）基礎講習、一般講習及び特別講習のテキストに、「覚醒剤等薬物問題について」を掲載、

各講習で運行管理者等に対し覚醒剤、危険ドラック等薬物の危険性等の啓発を実施。平成

２６年度以降引き続き実施している。 

 

＜安全体制の更なる強化に関する取り組みの経緯＞ 

（映像記録型ドライブレコーダー、デジタル式運行記録計等の新技術などの運行管理への活用

関係） 

 

① 平成１９年度より運行管理者のスキルアップのため、ドライブレコーダー、デジタル式運

行記録計等に特化した「安全マネジメント支援ツール講習」を実施。 

 

② 平成２１年度は、本講習用テキストに、運行管理者自らが危険予知トレーニングシートを

作成するためのマニュアルを掲載し、講習を実施。 

 

③ 平成２２年度は、本講習テキストに、運行管理者が自ら再発防止対策を策定するために、

事故要因分析手法の紹介と事例集を掲載した「事故分析・再発防止対策策定マニュアル」を

新たに作成し、各主管支所において当該マニュアルを使用した講習を試行的に実施。 

 

④ 平成２３年度は、従来のテキストと新たに作成したマニュアルを統一させ、前年度試行的

に実施した講習の結果を踏まえ、新「安全マネジメント支援ツール講習」として全支所にお

いて実施を開始。 

 

⑤ 平成２６年度以降は、本講習を運輸安全マネジメント制度の浸透・定着に有効なセミナー

（運輸安全マネジメントセミナー「リスク管理（基礎）」）として国土交通省の認定を受けて

全支所において実施。 

 

（運行管理者が、適性診断に基づき適切な指導を行うための指導方法等関係） 

 

① 平成２２年度より基礎講習、一般講習及び特別講習用テキストについて、適性診断結果に

基づく適切な指導助言方法に関する記述をリニューアルした「運転者の運転適性に応じた安

全運転指導」を掲載し、基礎講習、一般講習及び特別講習を実施している。 
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２．ナスバにおける事業用自動車総合安全プラン２００９の取り組み 

２．１ 安全指導業務  

【指導講習受講者・適性診断受診者実績推移】             単位：人／年 

区  分 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 

指

導 

講

習 

一般講習 95,907 98,589 100,350 102,197 96,345 94,223 91,246 

基礎講習 41,020 38,592 37,019 37,450 38,218 35,839 36,535 

特別講習 2,236 2,719 3,052 2,694 2,407 2,310 2,517 

合計 139,163 139,900 140,421 142,341 136,970 132,372 130,298 

適

性 

診

断 

義務診断 

（初任等） 
179,840 178,626 181,272 198,120 201,891 204,601 213,988 

任意診断 275,176 277,947 256,247 263,613 253,670 254,563 247,150 

合計 455,016 456,573 437,519 461,733 455,561 459,164 461,138 

 

（１）指導講習業務 

・飲酒運転防止：アルコールに関する知識を継続掲載 

・点呼：重点指導項目として継続掲載、ＤＶＤ「点呼‐日々の安全運行のために」を視聴覚教

材として作成、平成 24年度の指導講習より活用 

・健康起因事故防止：健康管理に関する事故防止対策を継続掲載、ＤＶＤ「安全運行は健康管

理から」を視聴覚教材として作成、平成 27年度の指導講習より活用 

・受講者の利便性：インターネットによる受講予約の拡大 

・覚醒剤等薬物使用禁止：覚醒剤、危険ドラッグ等薬物に関する知識を継続掲載 

（２）適性診断業務 

・診断の IT化による受診の効率化：インターネット適性診断システム（ナスバネット）開発 

・診断結果の安全指導への活用：過去の受診履歴の提

供、適性診断活用講座 

・ナスバネット契約事業者の拡大とナスバネット機材

の貸し出し 

・受講者の利便性：インターネットによる受診予約の

拡大 

（３）安全指導業務の民間参入支援 

・安全指導業務の裾野の拡大 ＝ 民間参入の促進・参入支援 

【民間参入の推移】 

区 分 新規・累計 
2009 

年度 

2010 

年度 

2011 

年度 

2012 

年度 

2013 

年度 

2014 

年度 

2015 

年度 

適性診断 

業務 

新規参入者数 1 3 4 0 22 8 11 

累計参入者数 7 10 14 14 36 44 55 

指導講習 

業務 

新規参入者数 0 0 0 7 20 13 20 

累計参入者数 0 0 0 7 27 40 60 

・民間参入希望団体等への認定取得支援： 

資格要件研修の実施、ホームページによる情報提供 

・民間参入団体への支援： 
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指導講習教材の提供、視聴覚教材（ＤＶＤ）の貸与、適性診断システム（ナスバネット）の

提供 

２．２ 安全マネジメント業務 

（１）安マネ評価、安マネコンサルティング、講師派遣、安マネ講習 

① 運輸安全マネジメント評価事業 

・2009年に安マネ評価の第三者実施機関認定を受け、安マネ評価を実施 

（2009年度から 2015年度までの実績：113件） 

② 安全マネジメントコンサルティング事業 

・自動車運送事業者における安全マネジメントの意識醸成と安全風土の定着を目的として

実施 

（2009年度から 2015年度までの実績：391件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 安全マネジメント講師派遣 

・自動車運送事業者等の要請により輸送の安全意識向上、関係法令遵守等に関し講演 

（2009年度から 2015年度までの実績：2,957件） 

④ 安全マネジメント関係講習会 

・自動車運送事業者における運輸安全マネジメントの取り組みを支援することを目的とし

て、安全マネジメント講習会、安全マネジメント支援ツール講習会及び安全マネジメン

ト内部監査講習会を開催 

・運輸安全マネジメントの浸透、定着に有効なセミナーとして、「ガイドライン」「リスク

管理（基礎）」「内部監査（基礎）」の各セミナーについて、国土交通省から認定を受け、

平成２６年度より実施 

・2009年度から 2015年度までの実績 

安全マネジメント講習会：643回開催、20,874人受講 

安全マネジメント支援ツール講習会：442回開催、8,304人受講 

安全マネジメント内部監査講習会：571回開催、7,124人受講 

 

（２）ＮＡＳＶＡ安全マネジメントセミナーの開催 

・2006 年より運輸安全マネジメント制度の趣旨を広く業界に周知浸透させ、多くの自動車

運送事業者において輸送の安全性の更なる向上に向けた取り組みに生かせるよう安全マ

ネジメントに関する最新情報や取組事例報告などを主体とした大規模セミナーを毎年実

施 

（2009年度から 2015年度までの実績：参加人数 6,122人） 

 

【コンサルティングの実施風景】 
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（３）道路交通安全マネジメントシステム（ＩＳＯ３９００１）の普及 

・国際標準化機構（ＩＳＯ）の道路交通安全委員会の国内審議団体としての活動 

・ＩＳＯ３９００１邦訳本発行、解説書発行 

・講演会、業界誌執筆、認証取得コンサルティングなどを通した事業者への浸透 

・ＮＡＳＶＡ安全マネジメントセミナーでの報告とパネルディスカッション 

・ＩＳＯ３９００１取得企業様アンケート調査による認証取得効果の把握 

・平成 28年 3月までに 132者がＩＳＯ３９００１の認証を取得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）事故防止教材等の開発と頒布 

・運送事業者が乗務員教育等に活用できるよう、ドライブレコーダー映像を用いた危険予知

トレーニング教材「ドライブレコーダーＫＹＴ－Ⅰ」「ドライブレコーダーＫＹＴ－Ⅱ」「ド

ライブレコーダーＫＹＴ－Ⅲ」「ドライブレコーダーＫＹＴ－Ⅳ」を頒布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業用自動車総合安全プラン２００９に係る評価・対応】 

安全指導業務は、2013 年度より民間参入団体が急激に増加し、ナスバにおける指導講習受

講者数及び適性診断受診者数の増減はあるものの、ナスバと民間との合計した指導講習受講者

数、適性診断受診者数ともに概ね増加の傾向にあり、自動車運送事業者の安全意識は向上して

いると思われる。引き続き民間と協力して安全の裾野を拡げるべく指導講習受講者数・適性診

断受診者数が拡大するよう取り組みを強化していく。 

運輸安全マネジメントに関して、多数の自動車運送事業者等に対し、安全マネジメントの講

習、評価、コンサルティング、講師派遣、セミナーを提供することにより、運輸安全マネジメ

ントの普及・促進につなげることができた。自動車運送事業者の安全マネジメントへの取り組

みが導入段階から拡大期へ向かうなか、これまで運輸安全マネジメントの取り組みが不十分で

あった自動車運送事業者に対して、認定セミナーやコンサルティング等の活用を促進して運輸

安全マネジメントの普及拡大を図る。 

上記の活動を通して事業用自動車総合安全プラン２００９の目標達成に向けた取り組みの

強化を図っていく。 

 

【パネルディスカッション】 【解説本】 


